
女性のための健康セミナー及び女性の健康づくりサポーターの会運営業務委託 

に係るプロポーザル評価基準 

 

１ 評価方針 

 （１）第１段階評価及び第２段階評価の各評価項目の評価は、絶対評価とする。 

 （２）第 1 段階評価、第２段階評価とも各段階に評価点を設ける。評価点の詳細は「４ 

配点について」のとおりとする。 

 

２ 評価基準 

 （１）第１段階評価及び第２段階評価における基準、配点等 

項目 観点 第１段階

評価配点 

第２段階

評価配点 

１ 業務実績 セミナー等の開催実績 １０ １０ 

２ 女性のための健康セ

ミナー 

セミナーのテーマ、講師の選定について ２５ ２５ 

３ オンライン配信 撮影・配信方法について １０ １０ 

４ サポーターの養成 養成講座の内容、講師・司会の選定について ２０ ２０ 

５ サポーターの会の運               

  営 

フォローアップ研修の内容、講師の選定について ２０ ２０ 

６ 個人情報保護対策 管理体制等について １５ １５ 

７ 広告宣伝 配布物の作成について ５ ５ 

８ 管理運営 連絡体制や配信事故防止について ５ ５ 

９ その他 上記以外で評価すべき特記事項があるか  １０ 

合計 １１０ １２０ 

 

 （２）価格評価基準 

項目 評価内容 配点 

価格評価 見積金額の評価 ５０ 

 

３ 評価方法等 

 （１）第 1段階評価の評価方法 

    選定委員が、応募事業者から提出された選定用企画提案書について、第１段階評価

用評価基準に基づき評価を行い、選定委員一人あたりの平均点（小数第２位以下切捨

て）を第１段階評価点とする。 

 

 （２）第１段階評価通過事業者の決定方法 

    第１段階評価点が６５点以上であることを第１段階評価の通過基準とする。 

    上位２位までの事業者を、第１段階評価通過事業者とする。ただし、評価点が０点

（設問に対して未記入）に該当する項目が１つ以上あった場合には、失格とする。 

別紙２ 



   参加事業者が１社のみの場合についても、同様の手順により事業者を選定するも 

   のとする。 

 （３）第２段階評価の評価方法 

    選定委員が、第１段階評価通過事業者のプレゼンテーション及びヒアリングを踏 

まえ、第２段階評価基準に基づき評価を行い、選定委員一人あたりの平均点（小数 

第２位以下切捨て）を求め、第２段階評価点を求める。 

    第２段階評価点が７０点以上であることを第２段階評価の通過基準とする。 

    参加事業者が１社のみの場合についても、同様の手順により事業者を選定するも 

   のとする。 

 

 （４）価格の評価方法 

    見積金額（税込）（以下、「見積金額」という。）がもっとも小さい第１段階評価通 

過事業者の価格評価点を５０点とする。 

    他の第１段階評価通過事業者については、（５０点）×（最低見積金額）÷（該 

当参加業者見積金額）とし、小数点以下は切捨てとする。 

 

 （５）選定事業者の決定方法 

    第２段階評価点（１１５点満点）に価格評価点（５０点満点）を加算した総合評価

点（１６５点満点）が最も大きい参加事業者を選定事業者とする。 

 

４ 配点について 

 

  ・配点表 

   評価項目毎に採点する。 

   第１段階評価における採点について、企画提案書の各設問において未記入の項目が

ある場合は、その評価項目において０点とする。 

 

 

  



（１） 第１段階評価項目配点表（１１０点満点） 

 

 

 



（２） 第２段階評価項目配点表（１２０点満点） 

 


